
1 

日本基準トピックス 

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を

改正する省令」の公表（法務省） 

■主旨
2018年3月30日 
第350号 

 2018年3月26日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務

省令第五号）（以下、「本省令」という）が公布されました。公開草案からの変更はありま

せん。

 本改正では、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告‐建設的な対

話の促進に向けて‐」を受け、事業報告における上位10名の株主の記載に関して会

社法施行規則の改正を行うとともに、企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計

基準』の一部改正」を受け、繰延税金資産・負債の表示に関して会社計算規則の改

正が行われます。

 本省令は、公布の日から施行されます。経過措置も規定されています。

 本省令の公開草案に関する意見募集の結果については、e-Govのウェブサイトをご

覧ください。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080160&Mode=2 

 本省令は、官報で閲覧可能です。なお、下記リンク先のインターネット版官報でも一

定期間閲覧可能です。

http://kanpou.npb.go.jp/20180326/20180326g00064/20180326g000640010f.html 

------------------------------------------------------------------------- 

会社法施行規則の改正 

金融審議会が設置したディスクロージャーワーキング・グループが公表した「金融審議会デ

ィスクロージャーワーキング・グループ報告‐建設的な対話の促進に向けて‐」（2016 年 4 月

公表）を受け、金融庁は企業内容等の開示に関する内閣府令の改正（*1）を公表しました。 

本省令では、これらを受け、所定の場合において、公開会社が、事業年度の末日に代えて、

株式会社が定時株主総会における議決権を行使することができる者について定めた一定

の日において株式の保有割合が上位 10 名の株主に関する事項を事業報告の内容に含め

ることを許容するため、会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）の改正を行っていま

す。 

会社計算規則の改正 

企業会計基準委員会が公表した企業会計基準第 28 号「『税効果会計に係る会計基準』の

一部改正」（*2）を受け、金融庁は財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令（*3）を公表しました。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080160&Mode=2
http://kanpou.npb.go.jp/20180326/20180326g00064/20180326g000640010f.html
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本省令では、これらを受け、繰延税金資産については投資その他の資産として、繰延税金

負債については固定負債として区分して表示することとするため、会社計算規則（平成 18

年法務省令第 13 号）の改正を行っています。 

 

 

施行期日及び経過措置 
 

（1）施行期日 

 

本省令は、公布の日から施行されます。 

 

（2）会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置 

 

本省令による改正後の会社法施行規則の規定は、2018 年 3 月 31 日以後に終了する事業

年度に係る事業報告について適用し、同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終

のものに係る事業報告については、なお従前の例によります。 

 

（3）会社計算規則の一部改正に伴う経過措置 

 

本省令による改正後の会社計算規則については、2018年 4月 1日以後開始する事業年度

に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るも

のについては、なお従前の例によります。 

ただし、2018 年 3 月 31 日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、改正後の

会社計算規則の規定を適用することができるとされています。 

 

 

 
（参考） 

（*1）「「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等の公表（金融庁）」（日

本基準のトピックス 343 号） 
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/japan-topics/japan-topics180131.html 

 

（*2）「「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号）等の公表（ASBJ）」（日本

基準のトピックス 344 号） 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/japan-topics/japan-topics180221.html 

 

（*3）「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等の公

表（金融庁）（日本基準のトピックス第 348 号） 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/japan-topics/japan-topics180329.html 

 

 

 

 

 

本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナル

からのアドバイスを受けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、

（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、

起こされなかったことによって発生した結果について、PwC あらた有限責任監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認めら

れる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。  
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